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令和９・１０年度（202７・202８年度）
入札参加資格審査格付基準について

令和８年６月
茨城県土木部監理課



令和９・１０年度入札参加資格審査（格付）スケジュール
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～３月中旬

入札参加資格審査
総合点数算定（格付）

３月中旬～下旬

入札参加資格
格付決定

１１月中旬頃～
１２月中旬頃

申請受付
（共同受付センター）

令和９年４月１日

資格の
適用開始

県内部手続き



入札参加資格審査における総合点数について

総合点数 ＝ 経営事項審査評価点 ＋ 技術等評価点
【全国統一の基準で客観的に評価】 【県が設定した基準で客観的に評価】
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経営事項評価点
（経営事項審査総合評定値）

技術等評価点

＋

(Ｓ)
Ａ

Ｂ

(Ｃ)

※ 格付業種（土木、建築、電気、管、
舗装）については、総合点数に応じて
等級別登録（格付）を行い、有資格者
名簿に登載。

評点幅審査項目項目区分

99 ～ 577完成工事高（許可業種別）Ｘ１
経営規模

68 ～ 342自己資本額及び利益額Ｘ２

0  ～ 319経営状況分析Ｙ経営状況

114 ～ 610
技術職員数及び元請完成工事高
（許可業種別）

Ｚ技術力

-275 ～ 311その他社会性等に関する事項Ｗ
その他の
審査項目

6 ～ 2,159総合評定値（Ｐ）

評点幅項目区分

～ 381工事成績

0 ～ 60技術者の確保・育成

0 ～ 30社会貢献活動

0 ～ 20働き方改革

0 ～ 10ＩＣＴ施工

0 ～ 40ダイバーシティ

0 ～ 5労働安全衛生

下限なし ～ 0指名停止

下限なし ～ 0監督処分

0 ～ 546技術等評価数値



○ 技術等評価項目の一部追加。
ＩＣＴ施工に関する評価項目について、設計図書で明示されている場合に加え、

新たに工事実績情報システム（CORINS）や発注者が発行する証明書で「ＩＣＴ施工」
が確認できる工事も評価対象に加える。

○ その他の審査（格付）基準や評価項目については、継続。

令和９・１０年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準の概要
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審査（格付）基準の概要

※ＩＣＴ活用工事について
発注者が定める要項等に基づき、「３次元起工測量」、「３次元設計データ作成」、「IＣＴ建設

機械による施工」、「出来形管理」のいずれかのＩＣＴ施工技術を活用して行った工事
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１ 格付対象業種及び技術者要件等

注１）技術者基準は、直近の総合評定値通
知書に記載された技術職員数の計。なお、
（ ）は１級技術者数で内数。

注２）舗装については、申請日現在において
「舗装工事特別技術職員数基準」のいずれ
かを満たすことが必要。

令和９・１０年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準（１）

発注標準金額
総合点数

基準
許可
区分

技術者
基準

等級業種

４千万円以上1,120点以上特定１２人（５人）Ｓ土木

３千万円以上２億円未満900～1,119点５人（２人）Ａ

１千万円以上３千万円未満720～899点Ｂ

１千万円未満719点以下Ｃ

４千万円以上1,040点以上特定９人（５人）Ｓ建築

３千万円以上２億円未満900～1,039点特定４人（２人）Ａ

１千万円以上３千万円未満680～899点Ｂ

１千万円未満679点以下Ｃ

１千万円以上870点以上６人Ａ電気

１千万円未満869点以下Ｂ

１千万円以上740点以上４人Ａ管

１千万円未満739点以下Ｂ

１千万円以上920点以上５人Ａ舗装

１千万円未満919点以下Ｂ

【舗装工事特別技術職員数基準】

１名１級舗装施工管理技術者

２名２級舗装施工管理技術者

１名１級建設機械施工管理技士

１名２級建設機械施工管理技士（第3～5種）

【法定外の労災保険の加入】
入札参加資格審査の審査基準日又は

申請日現在において、法定外の労災保
険の加入を条件とする。



令和７・８年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準（２）

２ 技術等評価項目の概要

配点内容項目区分

最大２０点

（1）上限１０点

（2）上限２０点

（3） ５点

以下により算出する数値の和（上限２０点）

（1）「働き方改革優良企業」の認定を受けている企業

に対して５点、「働き方改革推進企業」の認定を受け

ている企業に２点（重複加点は行わない）。

「働き方改革優良企業」又は「働き方改革推進企

業」であって、週休２日又は４週８休に取り組んでい

る場合は５点加算。

（2）「健康経営優良法人」の認定を受けている企業に

２０点、「いばらき健康経営推進事業所」の認定を受

けている企業に２点（重複加点は行わない）。

（3）「パートナーシップ構築宣言」の承認を受けて公表

されている企業に対して５点。

働き方改革継続
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※ 技術等評価項目での加点は、県内に本店を有する者に限ります。

○「働き方改革」の加点方法
以下により算出する数値の和（但し、

上限20点）。

○働き方改革優良企業【5 点】 

又は 

○働き方改革推進企業【2 点】 

○パートナーシップ構築宣言企業【5 点】 

○健康経営優良法人【20 点】 

又は 

○いばらき健康経営推進事業所【2 点】 

＋ 

＋ 

○週休２日の取組【5点】 ＋ 



配点内容項目区分

最大
３８１点

（過去４年度（建築は過去１０年度）の工事成績の
平均点－６５）×補正係数×１０点

≪補正係数≫

※工事の種類ごとに算出。
※表内の件数は過去４年度（建築は過去１０年度）の

工事件数の合計
※平均点数65点未満の場合にはα（補正係数）を

乗じない。

工事成績継続

令和７・８年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準（３）
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平均点６５～７９点平均点８０点以上件数

１１１件

１．０１１．０３２～４件

１．０２１．０６５～８件

１．０３１．０９９件以上



配点内容項目区分

（1）上限４０点

（2）上限１０点

（3）上限１０点

最大６０点

（1）雇用している技術者数に応じて加点
（上限４０点）
・ 監理技術者の数×３点
・ １級技術者の数×２．５点
・ 監理技術者補佐の数×２点
・ 登録基幹技能者の数×１．５点

（2）ＣＰＤＳ及び建築ＣＰＤの一定の学習履歴を有して
いる職員の在籍（３点）及び過去２年における取得
ユニット又は単位の総数に応じて加点（１０ユニット
又は１０単位ごとに１点加点）（上限１０点）

（3）経営事項審査の審査基準日から前１年間に増加
した３５歳未満の常勤の技術職員のうち、インターン
シップ、就職説明会等、若年者の入職を促す取組に
よる入職者数×５点を加点（上限１０点）

技術者の確保・育成継続

令和７・８年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準（４）
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令和７・８年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準（５）

配点内容項目区分

５点建設業労働災害防止協会に加入している場合に加
点（５点）

労働安全衛生継続

下限なしの
減点

指名停止期間により▲５点～（下限なし）の減点
指名停止

下限なしの
減点

（1）処分の内容に応じて▲１０点～▲４０点の減点
（2）監督処分について経営事項審査で減点されてい

ない場合、内容に応じて、指示処分▲２１点、営業
停止▲４３点減点

監督処分
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配点内容（改正は下線部）項目区分

（1）上限１０点

（2）上限１０点

（3）上限１０点

最大３０点

（1）茨城県等との防災協定に基づく要請を受けて防
災活動を行う建設業者（県との協定１０点、県以外と
の協定５点）※重複加点は行わない。

（2）茨城県との防災協定に基づき実際に防災活動を
行った者（５点×回数）(上限１０点)

（3）茨城県又は県内市町村からの要請に基づき防疫
活動を行った者（５点×回数）（上限１０点）

社会貢献活動継続

１０点国、県、市町村又は特殊法人が発注したＩＣＴ活用工
事を元請として施工した実績を有する者に加点（県外
において施工したものを含む）。対象とするＩＣＴ活用
工事は、発注者が定める要項等に基づき、「３次元起
工測量」、「３次元設計データ作成」、「ＩＣＴ建設機械に
よる施工」、「出来形管理」のいずれかのＩＣＴ施工技
術を活用して行った工事とし、その実施について設計
図書、工事実績情報システム（CORINS）又は発注者

が発行する証明書に明示されているものに限る。

ＩＣＴ施工一部追加

令和７・８年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準（６）
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配点内容項目区分

(1)上限２０点

(2) １０点

(3)上限１０点

最大４０点

(1)女性・若年者の活躍（上限２０点）
総合評定値通知書に記載された常勤の技術者の

うち、女性又は３５歳未満の若年者の人数×５点

(2)外国人材の活用
特定技能１号若しくは２号又は技術・人文知識・国

際業務の在留資格を有する者を常勤の職員として
雇用している者に対して１０点

(3)障害者雇用（上限１０点）
以下の①～③のいずれかにより算出する数値

①障害者雇用報告義務がある場合
法定雇用障害者数を超える人数×５点

②障害者雇用報告義務がない場合
障害者の雇用人数×５点

③茨城県障害者雇用優良認定企業に１０点

ダイバーシティ継続

令和７・８年度茨城県建設工事入札参加資格審査（格付）基準（７）
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○「特定技能」とは
・即戦力の人材として、日本で働くうえ
で必要な知識や経験を有する外国人
の在留資格。

○「技術・人文知識・国際業務」とは
・専門性のある職業に就くための専門
的・技術的分野の在留資格の一つ。



茨城県土木部監理課

〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6

お問合せ
TEL：029-301-4334

茨城県建設業担当ホームページ


